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当社子会社に対する訴訟（上告審）の判決に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社であるTHEPENIER PHARMA ＆ COSMETICS S.A.S.（旧社名：THEPENIER PHARMA 

INDUSTRIE S.A.S.）（以下「テプニエ社」という。）が、SUNSTAR FRANCE S.A.S.（以下「原告」という。）

より提訴されておりました損害賠償請求訴訟につきまして、上告審であるフランス破毀院（日本におけ

る最高裁判所）は2018年11月14日（現地時間）付けにて原告の上告を棄却する決定を行ない、これによ

り、テプニエ社の勝訴が確定しましたことを、本日、確認いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

記 

 

本件は、原告の委託に基づきテプニエ社が受託製造した医薬品（口腔洗浄剤）の一部が結晶化する

という品質事故の発生により損害を被ったとして、原告が 2011 年２月４日付けにてパリ商事裁判所

に、テプニエ社に対し 8,586,163ユーロの損害賠償請求を提起したものです。 

当該訴訟につきましては、第一審のパリ商事裁判所は、2014 年９月 23 日付けでテプニエ社が原告

に対し、4,264,426ユーロを支払うことを命じる判決を言い渡しました。これに対し、テプニエ社は、

第一審判決を不服として同年 10月 31 日付けでパリ控訴院に控訴を提起し、2017 年２月 13日付けで

開示いたしましたとおり、パリ控訴院はテプニエ社の主張を全面的に認め、原告の請求を棄却し、テ

プニエ社の逆転勝訴の判決を言い渡しました。 

その後、原告は当該控訴審判決を不服としてフランス破毀院へ上告を行いましたが、この度、上告

を棄却する旨の判決が言い渡されました。よって 2017年２月 10日付けのパリ控訴院でのテプニエ社

の逆転勝訴が確定いたしました。 
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